
(様式1）

〒

【兵庫県暴力団排除条例（抜粋）】 【たつの市暴力団の排除に関する条例（抜粋）】

※1店舗につき1つの営業許可証が必要です。本様式１「申請書及び誓約書」の申請者と「食品衛生法に基
づく営業許可証」の申請者（営業許可を受けている者）は、同一者であることが必須です。

出店申請書及び誓約書

電 話 番 号
自 宅
会 社

携 帯
番 号

出 店 代 表 者
申 請 者 氏 名

生 年 月 日

令和８年　 月 　日
納涼ふれあいまつり＆花火大会実行委員会

委員長　木津　眞人　様

　私は、納涼ふれあいまつり＆花火大会における露店の出店にあたり、裏面の誓約書に
署名のうえ、次のとおり申請します。

期 間 令和８年７月１８日（土）１７:００～２１:００

火気取扱いの有無 　有（プロパンガス・電気・カセットコンロ・その他【　　　　　　　】・無

記

　　　　　　　　㊞

大正　・　昭和　・平成　　  　年　　月　　日

住 所

ふ り が な

営 業 種 別

販 売 品 目

許 可 年 月 日

許 可 番 号

営業許可申請
者

１品目のみ記入

無 臨時出店届の提出をお願いします。

登 録
番 号

第11条（利益の供与の禁止）
　市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、
又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的
で、暴力団員又は暴力団員が指定したものに
対して金品その他の財産上の利益の供与をして
はならない。

使 用 車 両 メーカー

有

第24条（利益の供与の禁止）
　何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
　（1） 暴力団員がその人の業務を行うことを容
　　　　認することの対償として、暴力団員又は
　　　　暴力団員が指定した者に対し、金品その
　　　　他の財産上の利益の供与（以下単に
　　　「利益の供与」という。）をすること。
　（2） 暴力団員がその人の業務に関する他人と
　　　　の紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償
　　　　として、暴力団員又は暴力団員が指定し
　　　　た者に対し、利益の供与をすること。
2  何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員
　 又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の
　 活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ
　 ととなることを知って、利益の供与をしては
　 ならない。（以下略）

食品衛生法
に基づく
営業許可

名 称
( 屋 号 )

営 業 証
発 行
保 健 所

１．飲食業営業　　２．菓子製造業　　３．喫茶店営業

車 名



(様式1裏面）

令和８年　　月　　日

住 所

納涼ふれあいまつり＆花火大会実行委員会

委員長　木津　眞人　様

誓　約　書

　私は、納涼ふれあいまつり＆花火大会における出店について、出店要項を熟読し、
その内容を確認・了承のうえ、届け出ます。また、出店に当たり、次の事項について
誓約します。

１．出店要項の記載事項を遵守するとともに、主催者に対し一切の損害賠償などの請求
は
   行いません。
２．出店にあたり発生した事故及び販売品に起因する全ての事項については、出店者が
   責任を持って解決し、主催者に一切の損害賠償などの請求は行いません。
３．兵庫県暴力団排除条例及びたつの市暴力団の排除に関する条例を遵守し、同条例に
   基づき主催者が行う事務手続に積極的に協力します。また、次の各事項について
   遵守することを誓います。
（１） 私は、暴力団員ではありません。
（２） 私は、暴力団員と同一生計の者ではありません。
（３） 私は、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者ではありま
       せん。
（４） 出店に関し、他人に名義を貸しません（私以外の者が営業しません）。
（５） 営業補助者として、上記（１）～（３）の者を従事させません。
（６） 会場及びその周辺において、粗野又は乱暴な言動をしたり、入れ墨をちらつかせ
       たりするなど周囲の人に迷惑をかけ、又は不安を与えるような行為はしません。
（７） 暴力団排除条例を遵守し、暴力団に用心棒代やみかじめ料等の利益を供与しま
       せん。
（８） 行事の関係者の指示には積極的に従い、行事の運営には全面的に協力します。
（９） 暴力団員等を排除するため、出店申請書等が関係機関に提出されることに同意
       します。
（10） 上記各事項に偽りがあった場合は、出店の不承認、出店承認の取消し又は露店
       等の撤去の措置をとられても、一切異議申し立てをいたしません。
４．出店に際し、道路使用許可条件及び出店許可条件を遵守します。

本人確認書類の写し

本人確認書類の写しは運転免許証、
住民基本台帳カード又は、マイナンバー

カードで、カラーのものに限る。

出店代表者 ㊞

電 話 番 号


